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平成２７年度第３回庁議提案  審議・報告・その他 

                    提 出 日：平成２７年 ５月 ７日 

                    担当部・課：復興事業部 基盤整備課〔内線５５１６〕 

 

① 件  名 

 

南浜地区における復興祈念公園基本計画（案）について 

 

②施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

 

【背景】 

東日本大震災は、広域にわたり甚大な被害が生じた未曾有の大災害であることに鑑み、犠牲者へ

の追悼と鎮魂や、復興への強い意志を国内外に向けて明確に示すこと等を目的とした、復興の象徴と

なる「復興祈念公園」を整備することが求められている。 

 

【目的】 

当該基本計画は、国土交通省が東日本大震災で甚大な被害を受けた南浜地区において、国、県及

び市の連携のもとに設置される復興祈念公園について、「石巻市南浜地区復興祈念公園（仮称）基

本構想」に基づき、空間デザイン計画、植栽計画をはじめ踏まえるべき基本的事項並びに今後、具

体的に進められる整備及び管理運営において基本的な方針を示すものである。 

 

③根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

 

【根拠法令】 

  なし 

 

【〔総合計画との整合性 総合計画の位置付け：有・無〕 又は 〔個別計画との整合性〕】  

  石巻市震災復興基本計画 

   第３章 施策の展開 

    施策大綱１ みんなで築く災害に強いまちづくり 

 

上記により、南浜地区は、震災復興のシンボルとして、これまでの市の歴史を継承・発信してい

く拠点として整備を推進する地区となっている。 

 

④提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

 

 基本計画検討状況 

  平成２６年 ８月  有識者委員会の開催（平成２７年３月までに３回開催） 

平成２６年 ８月  空間デザイン計画検討部会の開催（平成２７年２月までに５回開催） 

  平成２６年 ８月  植栽計画検討部会の開催（平成２７年２月までに４回開催） 

  平成２６年１０月  南浜地区追悼祈祈念公園に係る遺族会との懇談会の開催 

  平成２６年１０月  石巻市南浜地区の未来をみんなで考えるワークショップの開催 

             （平成２７年３月までに３回開催）   

  平成２６年１０月  「国営追悼・祈念施設（仮称）」の設置に関する閣議決定 

  平成２６年１１月  石巻市南浜地区復興祈念公園（仮称）に係る意見交換会（３会場で開催） 

  平成２７年 ３月  市民フォーラムの開催 

  平成２７年 ３月  第３回国連防災世界会議パブリックフォーラム 

「東日本大震災における復興祈念公園を考えるシンポジウムの開催 
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⑤主な内容 

 

 基本理念 

  東日本大震災により犠牲となったすべての生命（いのち）への追悼と鎮魂の思いとともに、 

・まちと震災の記憶をつたえ 

・生命（いのち）のいとなみの杜をつくり 

・人の絆（きずな）をつむぐ 

 基本方針 

・犠牲者への追悼と鎮魂の場を構築 

・被災の実情と教訓を後世に伝承 

・復興の象徴の場としてメッセージを国内外に発信 

・多様な主体の参画・協働の場を構築 

・来訪者の安全を確保 

空間骨格 

・追悼と鎮魂の場 

・教訓の伝承の場 

・復興の象徴の場 

・来園者の安全を確保する場 

・多様な主体の参画・協働の場 

 国・県・市の役割 

  ・国：式典や伝承活動が可能な公園の中核的空間となる国営追悼・祈念施設（仮称）を整備 

  ・県：避難築山の整備、湿地環境の保全・整備、公園の海側への松原の再生 

  ・市：各種市民活動の場、市民による防災教育や伝承の場、市民ニーズを受けとめる空間の整備 

 

 ※具体的な施設計画については、今後実施する基本設計において決定する。 

 

⑥実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

 

宮城県内において唯一、国、県、市の協同による復興祈念公園の整備となる。 

 「追悼・鎮魂」、「教訓の伝承」、「復興の象徴」に係る役割のほか、復興まちづくり等から求められ

る「地域活性化」や「防災・減災」の役割を担うことで、被災地の再生に向けた復興への強い意志を、

国内のみならず国際的支援を受けた海外に向けて明確に発信する効果を有する。 

 

 財源措置については、復興交付金（効果促進事業）として協議中 

⑦他の自治体の政策との比較検討 

 

 現在、被災３県（宮城・岩手・福島）のうち岩手県陸前高田市において、高田松原津波復興祈念公

園基本計画が策定中。 

⑧今後の予定及び施行予定年月日 

  

平成２７年 ５月頃  基本計画（案）パブリックコメント 

 平成２７年 ６月上  市民説明会（フォーラム） 

 平成２７年 ６月頃  基本計画の公表 

 平成２７年度     基本設計・各種調査業務 

 平成２８～３２年度  実施設計・用地取得・整備工事 

⑨その他 

 

 


